
○白石町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則 

平成１７年１月１日 

規則第７１号 

改正 平成１９年３月２６日規則第１号 

平成２１年６月２９日規則第１２号 

平成２１年１０月２７日規則第１８号 

平成２３年３月２８日規則第４号 

平成２８年３月３１日規則第６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、白石町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例（平成１

７年白石町条例第１０９号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（社会保険各法） 

第２条 条例第２条に規定する社会保険各法とは、次に掲げる法律をいう。 

（１） 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

（２） 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

（３） 私立学校教職員共済組合法（昭和２８年法律第２４５号） 

（４） 国家公務員等共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 

（５） 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

（６） 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

（７） 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号） 

（受給資格の申請） 

第３条 条例第５条の規定により助成を受けようとする者は、重度心身障害者医療

費受給資格登録（更新）申請書（様式第１号）を町長に提出しなければならない。 

２ 前項の登録（更新）申請の際には、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給

に関する省令（昭和５０年厚生省令第３４号）第２条の各号に規定する書類（た

だし、第２号、第４号の２、第５号の２に規定する書類を除く。）を提出すると

ともに（障害児福祉手当、特別障害者手当又は福祉手当の受給者については町長

の確認によって替えることができる。）、重度の身体障害者については身体障害



者手帳を、重度の知的障害者については療育手帳を、また、重複障害者について

は身体障害者手帳及び療育手帳を町長に提示しなければならない。ただし、同条

各号に規定する書類のうち第３号に規定する書類については、様式第２号のとお

りとする。 

（受給資格証の交付） 

第４条 町長は、前条の規定による登録（更新）申請があった場合は、内容を審査

の上、条例第２条に規定する助成対象者であると認めるときは、当該申請者を受

給資格者として登録するとともに、重度心身障害者医療費受給資格証（様式第３

号。以下「受給資格証」という。）を申請者に交付するものとする。 

２ 前項の受給資格証は、毎年８月１日に更新するものとし、更新の手続は、毎年

７月１日から７月３１日までに行うものとする。 

（登録申請の却下通知） 

第５条 町長は、受給資格がないと認めたときは、重度心身障害者医療費受給資格

登録（更新）申請却下通知書（様式第４号）を申請者に交付するものとする。 

２ 受給資格者は、受給資格証の有効期限が満了し、又は受給資格を失ったときは、

受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。 

（再交付申請） 

第６条 受給者は、受給資格証を紛失し、又は破損したときは、重度心身障害者医

療費受給資格証再交付申請書（様式第５号）を町長に提出して、再交付を受ける

ものとする。 

（助成の申請） 

第７条 条例第６条の申請は、様式第６号及び高額療養費の適用を受けるものにつ

いては、高額療養費受給状況申出書（様式第７号）によるものとする。 

（助成の決定通知） 

第８条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、重度心身障害

者医療費助成決定通知書（様式第８号）により申請者に通知するものとする。 

（届出事項） 

第９条 条例第８条の規則で定める事項は、次のとおりとし、内容変更届出書は、

様式第９号のとおりとする。 



（１） 氏名 

（２） 住所 

（３） 条例第２条に規定する助成対象者としての要件 

（４） 医療保険の世帯主（被保険者、組合員）、記号番号、名称、所在地、附

加給付額及び損害賠償額 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の白石町重度心身障害者の医療費の

助成に関する条例施行規則（昭和５７年白石町規則第１７号）、福富町重度心身

障害者の医療費の助成に関する条例施行規則（昭和５０年福富町規則第１０号）

又は有明町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則（昭和５８年有

明町規則第４号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこ

の規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１９年３月２６日規則第１号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年６月２９日規則第１２号） 

（施行期日等） 

１ この規則は、平成２１年７月１日から施行し、平成２０年４月１日から適用す

る。 

（経過措置） 

２ 平成２０年３月３１日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、な

お従前の例による。 

附 則（平成２１年１０月２７日規則第１８号） 

この規則は、平成２２年１月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月２８日規則第４号） 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 



附 則（平成２８年３月３１日規則第６号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 


